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児童虐待防止に関する方策*

Prevention measures of Child abuse

松田　直子**

Naoko MATSUDA'

Abstract

"Act on the prevention of the abuse of the child" in 2000 it could appear that the necessary

legislation came into power. But, as the matter of the fact, there is still a wide basis to think

that this piece of legislation isn't an effective one. It seems that the main reason to this un-

resolved situation is that the care system.

Hence, in this paper, basing on the examples of the effective program for child abuse in

Hawaii and the similar program of Tokyo, I shall make an attempt to propose measures in

order to prevent the child abuse.

キーワード:児童虐待､児童虐待防止プログラム､ケアシステム

Keywords : Child abuse, Prevention of Child abuse program, Care system

*　本稿作成に当たり､大阪大学の跡田直澄教授､摂南大学の森本益之教授にご指導ならびに有益な御教示をいただき
ました｡ここに記して厚く御礼申し上げます｡
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I　は　じ　め　に

国際公共政策研究 第6巻第2号

最近､児童虐待の事件を目にする機会が多くなったように思う｡しかし､事件となって報

道されているのは､特にひどい事件であり､それぞれの家庭内で起こる密室性の高い児童虐

待は､むしろ表に出ないものが多く､表に出ているのは､全体の氷山の一角にすぎない｡ボ

ランティアグループの子どもの虐待防止センタ-では､電話相談をしたり､自助的治療グル

ープ｢母と子の関係を考える会｣を開き､我が子を虐待してしまうことに悩む母親に対し､

援助を行っている｡しかし､電話相談をしてくる親は､実際は､虐待予備軍の親で､本物の

虐待をしている親は､しつけと思っている限り虐待をしていることを認めないので､発見が

難しく､法的介入や児童相談所による家庭訪問は難しい｡その理由として､岩井(2000)は､

｢法は家庭に入らず｣の原則から虐待が疑われても､見て見ぬ振りをされている事を挙げ､

またそのような状態を萩原(2000)は､児童虐待を家庭内の事として扱うことは子どもの人

権意識の欠落であると指摘している｡

被害者救済の方策として､広岡(1998)は､虐待をしている親に対して､司法の強制力を

用いるべきであると述べている｡ 2000年11月に施行された｢児童虐待防止等に関する法律｣

では､児童虐待の定義を明らかにし､児童虐待を発見した者は通告する義務がある(しかし

罰則規定はない)と示したに留まり､児童虐待防止または被虐待児の救済に大きな威力を発

揮するのは難しいだろう｡影山(2000)は､新法の下で､児童相談所や地域ネットワーク等

が連携した､児童虐待防止･救済する方策が必要と述べている｡

そこで､児童虐待の防止には､司法と各自治体の児童虐待に関する包括的ケアシステムを確

立する事が重要であると考える｡

本稿では米国ハワイ州で成果を発揮している児童虐待防止プログラムと東京都の児童虐待

防止プログラムを例に取り､いかに児童虐待を防止し､被害者を救済していくかを考える｡

2　児童虐待の定義

児童虐待とは､どのような行為を指すのかを､現在言われている定義から明らかにしてい

く｡

211児童虐待の定義

児童虐待の定義は､小児科医のケンプ(C. Kemp)が､ 1961年の米国小児科学会において

Battered Child Syndromeを提唱し､児童虐待を①身体的虐待②心理的虐待③性的虐待④ネ
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グレクトと定義した｡この4類型は､国際的にほぼ共通した理解となっており､この定義が

元となり､以下の定義がされている1)0

a : 1973年に厚生省が出した定義は､ 『暴行など身体的危害､長時間の絶食､拘禁など､生命

に危険を及ぼすような行為がなされたと判断されたもの』としている｡

b :アメリカにおいて1974年に｢児童虐待の予防と治療に関する法令｣(Child Abuse Preven-

tion and Treatment Act)が公布された｡この中で用いられた定義は､ 『児童虐待および

保護の怠慢とは､ 18歳未満の子どもに対し､その子の福祉に責任のある人間が､身体的

傷害や精神的傷害を加えたり､性的暴行をしたり､保護を怠ったり､残酷な行為をして､

子どもの健康や福祉を脅かし､あるいは損なうことをいう』となっている｡

C :児童相談所のなす定義は､ 『児童虐待とは､親または親に代わる保護者の､非偶発的に児

童に加えられた､ ｢身体的虐待｣ (外傷の残る暴行､あるいは生命に危険のある暴行) ｢遺

棄･置き去り｣､ ｢保護の怠慢･拒否｣ (衣食住や清潔さについて健康状態を損なう放置)､

｢怪的虐待｣ (親による近親相姦､または親に代わる保護者による性的暴行) ｢心理的虐

待｣ (極端な心理的外傷を与えたと思われる行為)､ ｢登校拒否｣ (家への閉じこめ)行為

をいう』と､定義している｡

d :池田(1998)の創設した児童虐待研究会は､ 『親､または､親に代わる非偶発的に(単な

る事故ではない､故意を含む)､児童2)に加えられた､次の行為をいう｡

1 :身体的虐待一一外傷の残る暴行､あるいは､生命に危険のある暴行(外傷としては､

打撲傷､あざ<内出血>､骨折､頭部外傷､刺傷､火傷など｡生命に危険のある暴

行とは､首をしめる､布団蒸しにする､溺れさせる､逆さ吊りにする､毒物を飲ま

せる､食事を与えない､戸外に閉め出す､一室に拘禁するなど)｡』

2 :保護の怠慢ないし拒否･一日遺棄､衣食住や清潔さについての健康状態を損なう放置

(栄養不良､極端な不潔､怠慢ないし拒否による病気の発生､学校に登校させない

gra

3 :性的虐待--･親による近親相姦､または親に代わる保護者による性的暴行｡

4 :心理的虐待･--以上の1､ 2､ 3を含まない､その他の極端な心理的外傷をあたえ

たと思われる行為(心理的外傷とは､児童の不安､怯え､うつ状態､凍りつくよう

な無感動や無反応､強い攻撃性､習癖異常など､日常生活に支障をきたす精神症状

が現れているものに限る)｡』と､定義している｡

e : 2000年5月に成立した児童虐待防止等に関する法律では､児童虐待は､ 18歳未満に対す

る①身体的な暴行②わいせつ行為③著しい食事制限や長時間の放置④心理的外傷を与え

1)中谷謹子(2000) ｢児童虐待の現代的意義と修正を必要とする昨今の現状｣ 『現代刑事法』第18号､ pp. 4-9｡
2)保護者またはそれに代わる者の下で生活している18歳未満の子どもを児童と指す｡
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る言動とする､と定義している｡しかし､児童虐待防止等に関する法律では､児童虐待

に関する一般法である民法と児童福祉法をそのままにしたうえで制定されたため､石川

(2000)は､民法の親権規定の古さと､児童虐待の不備を持ち込んでおり､そのため最

低限の弥縫策を規定したにすぎないと述べている｡

212　児童虐待の実態

厚生省は､ 1990年(平成2年)から､児童虐待を主訴とする児童相談所の養護相談の統計

を取り始めた｡ 1990年(平成2年)は､ 1101件で､年々増加しており､ 1998年(平成10年)

には､ 6932件にうわまっており､ 1990年(平成2年)の6倍強となっている3)｡特に､ 1996年

以降の増加は著しく､虐待件数は､全国的にわたって都会も地方も生起している｡ (石川､2000)

平成10年度における児童虐待処理件数のうち､虐待を加えた者のうち､実父母によるもの

がQO 70/､継父母によるものを含めると93.7%となっている｡また､児童虐待のタイプ内訳

を見ると､身体的虐待が3673件(53.0%)心理的虐待が650件(9.4%)､ネグレクトが2213件

(31.9%)､性的虐待が396件(5.7%)と､なっている｡相談を受けた児童については1426人

(21.9%)が施設入所や里親委託によって保護者から分離される措置が取られ､ 4826人

(69.6%)にっていは､在宅による指導が行われている4)0

また､愛知県のNPO子どもの虐待ネットワーク･あいちの調査によると､ 1995年から1999

年の各都道府県の虐待死事件件数を見ると､ワースト1が愛知県で5年間の合計件数が､ 42

件､ワースト2位が東京都と神奈川件で35件､ワースト3位が大阪府で33件となっている｡

そして､虐待死が一件も報告されていないのは､富山県､石川県､徳島県の3件である5)｡こ

の様に各自治体によって虐待件数に高低が生じる事を､石川(2000)は､各自治体の取り組

み方の如何によって生じる面があると述べている｡

3　児童虐待の防止策

3-I　児童虐待に関する法律

児童虐待の対応の仕方として､児童保護を主眼とした法的介入を強調する制度と家族援助

を主眼とした治療的介入を強調する制度の二つに分けられる｡岩井(2000)によると日本は､

児童福祉法を主な法律として児童相談所を中心とした家族支援を主眼としたシステムとなる｡

3)野崎伸一(2000) ｢児童虐待の防止等に関する法律と厚生省の取り組みについて｣ 『ジュリスト』第1188号､ pp.11-
!H

4)石川稔(2000) ｢児童虐待をめぐる法政策と課題｣ 『ジュリスト』第1188号､ pp.2-10｡
5)子どもの虐待ネットワーク･あいち(2000) ｢防げなかった死｣キャブナ出版､ pp.40-41｡
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しかし､.児童相談所の対応の甘さから､家族援助システムが不備であり､さらに強制的な法

的介入ができずにいる状態である｡アメリカでは､児童虐待を刑法に規定し､犯罪として扱

い､更に｢児童虐待の予防と治療に関する法令｣ (Child Abuse Prevention and Treatment

Act)を元にした､各州が家族を支援するシステムを整備している｡

そこで､現在の児童虐待の防止策と処理手続きが不十分である日本には､児童虐待を事件

として処理し､防止するための法的介入が必要であると考える｡

a :通報のあり方

児童福祉法25条において､｢保護者のいない児童又は保護者に監護させる事が不適当である

と認める児童を発見した者はこれを福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならない｣

と定めている｡しかし､この法律からは､通報は義務とはなっていない｡実際医師や教師か

らの通告は少ない｡また2000年に成立した児童虐待の防止等に関する法律においても､第6

条において児童虐待を発見したものは､速やかに児童福祉法25条の規定に基づいて通告する

事を義務づけているが､罰則はない｡

児童虐待を発覚させる為の手段として､通報は大きな役割を果たすと思われる｡よって､

通報は義務とすべきであり､また罰則規定も付加すべきである｡現在の規定では不十分と言

XE*

b :刑法のあり方

現在の刑法において虐待の形態によっては､傷害罪､暴行罪に当てはめることはできるが､

児童虐待を明確に規定したものはない｡成人の事件ならば正確に罰せられることが､密室性

があり証人を出しにくいこと､被害者が幼い子の可能性があり､この様な場合被害者自身が､

自らの被害について満足に訴える事ができないことなどから､立件しにくいことも有るだろ

うが､児童虐待を刑法の中に規定すべきである｡

C :親権のあり方

児童福祉法28条1項において｢保護者が児童を虐待し､著しく監護を怠り､その保護者に

監護させることが著しくその児童の福祉を害する場合｣には｢都道府県知事は､親権者又は

後見人の意に反しても家庭裁判所の承認を得て､その児童を福祉施設に入所させることがで

きる｣としているが､実際は適用された数は非常に少ない｡これは､日本において民法の定

める親権を重視する考えが強いからだろう｡児童福祉法28条があるにもかかわらず､措置後

に親権者が施設入所に対して反対の申し立てをした場合､ 27条4項により措置を解除しなけ

ればならないという行政解釈がある｡石川(1979)は､ ｢親権者の意志に反して強制的措置を

とるべき事由があるかどうかの判断を家裁に求め､家裁の審判により措置を強行したのだか

ら､措置解除の場合も家裁の判断を得るとした方が理論が一貫する｣と述べている｡

また､民法834条では､ ｢父又は母が､親権を濫用し､又は著しく不行跡であるときは､家
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庭裁判所は､子の親族又は検察官の請求によって､その親権の喪失を宣言することができる｣

と定めている｡しかし､平湯(1996)は､ ｢家庭裁判所自体が､親権を喪失させる事は､不利

益処分であり､親の権利を奪うという発想がある｣と述べ､家庭裁判所が親権喪失を認める

ケ-スが少ない事を示している.親権喪失は､石川(1979)が､ ｢親権喪失制度は､監護不的

確な親から子の引き渡し請求や子の監護への干渉を阻止する機能をもっている｣と述べてい

るように､決して不利益処分ではない｡よって､被虐待児の利益を考えた場合親権喪失は､

重要な手続きであると考える｡先に挙げた例も含めて現在の親権のあり方では､児童の権利

は守られない可能性がある｡よって､児童福祉法､民法において親権のあり方を検討すべき

である｡

d :立ち入り調査のあり方

2000年に成立した児童虐待の防止等に関する法律の成立により､児童相談所が立ち入り調

査をする際に警察の援助を受けやすくなったことから､行使事例は増えてきている｡

e :親子分離について

親子分離の方法により被虐待児の保護が必要とされることも､多々あるが親の同意を得ら

れない場合は､ 2つの方法で分離することが可能である｡ ①家庭裁判所の承認を得て､施設

入所の措置を取る｡ (児童福祉法第28条1項1号) ②民法･家事審判法により親の親権そのも

のを､法的に喪失または停止すること｡ (民法834条)まず､家裁の承認を得て､施設に入所

させる方法に関しては､児童相談所の所長が申立権者となっていることから今後の親子関係

維持に関しての問題が生じるなどの限界が存在している｡児童相談所の方針として､親との

友好関係を結んだなかで援助をすることが基本となっている中で､この方法を用いることは

蹟博せざるをえないO次に親権喪失または停止であるが､これも戸籍に記載されること､親

権喪失後の後見人の選任の困難性､子どもの代替養育者確保の困難性等の事後を考えるなか

で家庭裁判所も認定を蹟躍することが多い.この様なことから､親子を分離する事が困難な

状態となっている｡

f :児童虐待の防止等に関する法律について

児童虐待の防止等に関する法律は､ 2000年5月に成立し､ 11月に施行された｡今までは児

童虐待のみに関する法律が無かったなか､虐待の定義がはじめて法律で定められた｡児童虐

待の防止等に関する法律の主な柱として､ ①児童虐待の定義を明確にしたこと｡ ②教師や医

師､弁護士などの虐待を発見しやすい立場にある者は､虐待の早期発見に努め､発見した場

合は速やかに児童相談所などに通告すること｡ (しかし罰則規定は定められていない｡) ③虐

待のおそれのある家庭に児童相談所が立ち入り調査をする際に､警察に援助を要請すること

ができる｡ ④一時保護された親･被虐待児は､児童福祉司のカウンセリングなどの指導をう

けなれけらばならない｡ ⑤児童相談所所長は､親の意に反して一時保護をした児童に対して､
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親からの面会や通信を制限できる｡以上の6つが挙げられているが､児童虐待を禁止するも

のの､これを固有の犯罪として処罰する規定は設けられていない(瀬川, 2000)事から､ど

の程度の効力を発揮するかには疑問が残る｡

312　東　　　京

東京都では､子どもを安心して生み育てられる様な環境整備の一貫として､ 99年度に｢子

どもの虐待防止マニュアル｣を啓発資料として30000部を医療機関に配布した｡

このマニュアルは､福祉･保健･医療･教育･司法等の各分野の関係機関がどの様に虐待

に気づき､子どもや家族への適切な対応や援助を行いながら､虐待の進行や再発を防止して

いくかを中心に作成されているが､東京都は日本の児童虐待における死亡率が全国ワースト

2位6)となっていることから､東京都の虐待防止マニュアルが効果を発揮しているとは考え

にくい｡そこで､独自の児童虐待防止マニュアルを作成し､効果を発揮しているアメリカハ

ワイ州との違いを検証する｡

3-2-1虐待を発見したときの対応

虐待に気づいたとき､その関係機関がどの様に対応すべきかについて､東京都のマニュア

ルでは関係機関を分類しながら記し､家庭や地域の中で､虐待を疑われたとき東京都の虐待

発見チェックリストでいくつかあてはまることがあったときには､調整機関7)､協力機関8)に

よって対応している｡虐待に気が付いたのが協力機関の場合は､地域内の調整機関に連絡を

し協力を求める｡また､同時に子どもや家族についての情報を､同じ機関の中で共有し､な

るべく複数の人で対応する事となっている｡また､虐待に気が付いたのが調整機関の場合は､

調査や情報収集により､早期に実態を把握することに努め､早期に機関としての対応方針を

決めるとしている｡

3-2-2　緊急の場合

緊急に対応する場合(①子どもが身体的暴力や養育権の放棄などの虐待を受けた結果､重

い外傷や栄養失調､脱水症状などの生命の危機が危ぶまれるとき｡ ②棄児､置き去りを発見

したとき)は､次の様な対応を取ることとしている｡ ①連絡､対応の原則として､まず警察

または児童相談所に連絡をし､子どもの安全確保に努める事､その後の対応は､児童相談所

6)東京都は､児童虐待の種類として無理心中､ネグレクトが多い0

7)調整機関とは､児童相談所､福祉事務所､保健所､教育相談所を指し､虐待に中心となって対応する各機関との連
絡調整を行う機関である｡しかし､協力機関に比べて専門的ということではない｡

8)協力機関とは児童貞､医療機関､学校､幼稚園､保育園､学童クラブ､警察を指し､調整機関と協力し子どもや家
族への援助にあたる機関をいう｡しかし､協力機関が調整機関になることもある｡
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が中心となって行うとしている｡ ②発見者及び最初に関わった機関がすべきこととして､子

どもの安全確保(夜間であっても警察に連絡をいれ､子どもの身を確保すること｡)をし､一

刻を争う場合は､医療機関での入院治療につなげること｡また､情報収集としてどもを発見

した時の状況や子どもや家族との日常の関わりにつで情報を収集すること｡ ③児童相談所へ

の情報提供として､プライバシーの保護に留意しつつ､児童相談所に積極的に情報を提供す

ること｡ ④児童相談所での対応について､児童相談所では､得られた情報を基に､子どもや

家族の状況についてさらに調査､診断を行い､所内での協議により早急に処遇方針を決定す

ることとしてる｡

3-2-3　ケース会議

いくつかの機関が集まった時点で､連絡調整をしている機関が呼びかけケース会議を開く

ことが望ましいとしている｡しかし､関係機関が一度に集まれば艮いが､できないときには

中心になっている機関が連絡をすることとなっている｡

現在､特に定期的に連絡ケース会議を開いてはいない｡

3-3　米国ハワイ州9)

ハワイ州の児童虐待防止プログラム

米国ハワイ州では､ Healthy Start Program (HSP)という独自の児童虐待防止プログラ

ムを作成し､児童虐待の防止に成果を上げている｡

1984年Victim of Crime Act (VOCA)は､犯罪被害者基金を設立し､各州に資金を提供し､

各州は､ドメステイク･バイオレンス(DV)､児童虐待､性的暴力､傷害などの犯罪被害者

の為のプログラムを作った｡ハワイ州は､ 1984年Academyと様々なサ-ビスを提供する組

織においてHSPは､児童虐待とネグレクトの予防プログラムを提供する先導機関として健

康省に認可された｡

3-3-1虐待を発見したときの対応

HS Pは､基礎となる①システム化された病院を基礎とした保護サービス､ ②家庭訪問と

家族援助､ ③ケースマネージメントサービス､ ④第一次医療の提供､ ⑤各家庭に適したサー

ビスプラン､ ⑥両親への教育､ ⑦地域教育の7つのサービスを提供し､ストレスを減らし､

家族機能を高め､新生児または5歳以下の児童のいる児童虐待またはネグレクトに関してハ

9)ハワイ州は､米国の他州に比べて､独自の政策により児童虐待に大きな成果をあげている｡その他の州のカリフォ
ルニア州では､児童虐待を刑法11164条以下に規定し､通報が入るとどの様な場合でも24時間以内に虐待の疑いがあ
る家へ行き､虐待が発覚した場合は､親子分離し､その後詳しい調査に入るシステムを取っている｡
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イリスクな家庭を早期に見極め､援助を受けている家庭の間から児童虐待の発生率を減らす

ことに力を注いでいる｡

また､住民へのサービスとして､児童虐待やネグレクトに関してハイリスクな家庭を病院

に保護することとしている｡保護は通常子どもが生まれたらただちに行う事とし､保護する

上で､結婚しているかどうか､パ-トナー､配偶者の失業者､不十分な収入､住所不定､胎

児期のケアの遅れまたは無し､精神病歴､家庭の問題､妊娠中絶歴､親が勝手被虐待児であ

ったかどうかというリスク要因が考慮される｡

3-3-2　緊急の場合

児童虐待を発見した場合､早期に親子を分離させ､被虐待児の子どもとしての成長を幼児

期に回復させ､児童虐待とネグレクトにハイリスクな家庭が適当な医療･社会サービスを受

けられることを保証している｡

3-3-3　ケース会議

HSPのスタッフは､ 5週間健康省が提供している専門教育を　The Hawaii Family

Stress Centerで受けることとなっている｡

カリキュラムは､ HSPのイントロダクション､基本的な技術と対象となる家族への対処

の仕方､乳幼児や児童への食事の与え方､栄養､言葉についての3つのエリアに分かれてい

る｡教育を受けたスタッフは3ケ月に一回､健康省のスタッフとプログラムについて今後の

管理の仕方､問題点や指示について議論しあう場を設けている｡

4　検　　　　　証

近年､虐待によって死亡した児童の事件が報道される事が多くなった｡これらの報道によ

り　社会の中で児童虐待が関心を得てきたと思われる｡しかし､関心をえているだけで､虐

待によって死亡する児童の数は年々多くなっている｡核家族化が進む現代､児童虐待をして

しまう親､虐待予備軍の親をサポートしていくシステムが確立させていない事から､児童虐

待が生じる原因となっていると考える｡

本稿では､主に東京都と米国ハワイ州の児童虐待防止に関するプログラムを比較したが､

成果を挙げているハワイ州とマニュアルはあっても日本全国ワ-スト2位の死亡率を出して

いる東京都との差を挙げてみる｡
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4-1東京都

4-1-1児童虐待を発見したときの対応について

東京都では､児童虐待を発見した場合､関係機関への協力依頼をすることとなっているが､

関係機関が多く､システムが確立されておらず､医療機関､子どもの虐待防止センター以外

は公立のものであることから､きちんとした連携がとられていないこと､また｢お役所｣的

なため融通をきかせにくい事が挙げられる｡

4-1-2　緊急の場合

調整機関と関係機関を定めているが､緊急の場合ケース毎､経過によって変化するという

のは､まとまりがつかず､迅速且つ適切な援助ができるかが疑問である｡また､継続的な援

助体制を構築する際に､様子を見る人などをケ-ス毎に決めるというのは､きちんとしたネ

ットワ-クができないのではないだろうか0

4-1-3　ケ-ス会議

定期的なケース会議が望ましいとは言っているが､具体的な期間を設けて機関同士が連絡

をしあうことがない｡ケース会議を行う際には多くの機関に声をかけるようにも言っている

が､その時々で集まる機関が違うというのは､円滑な連携を結ぶのは不可能である｡よって､

実際に虐待が発見された場合のケース会議で､スム-ズに話しを進めて行くのは難しいだろ

う｡

4-ト4　スタッフについて

専門職員の教育不足と数が少ないことから､人口の多い東京都では､多くのケースに対応

していくのは難しいだろうo　これは､児童福祉司の仕事が､一般的に3Kという印象を与え

ていることも影響しているだろう｡また専門職員数が少ないことから教育をする者も少ない

という悪循環が生じているように思う｡社会福祉系大学等の教育機関から､児童相談所など

へ実習があるが､実習生を体の良い雑用係として扱い､ 1日中児童相談所で電話相談の様子

を見たり､雑用だけをして5時きっかりに終了という実際の仕事になかなか関われないとい

う閉鎖的な現状もある｡

4-2　ハワイ州

412-1児童虐待を発見したときの対応について

ハワイ州は､包括的ケアシステムが確立できており､管轄は健康省ではあるが､実際に行
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っているKapiolani Medical Centerでは､ Kapiolani Children's Miracle Networkという､

13のケースに応じた関係機関がある｡

1-2-2　緊急の場合

緊急の場合､即時に親子を分離させ､家族機能を回復させる支援をする｡アメリカの製薬

会社が､年一回の包括的リサーチを行い､各家庭の援助に適切な援助ができるようになって

いる｡

4-2-3　ケース会議

定期的なケース会議を開き､関係機関同士の連携が取られている｡

412-4　スタッフについて

Kapiolani Medical Centerには､全体で職員が2300人おり､被虐待児や執こ関わる専門職

員の他に､調査専門をする調査員などがいる.また､インターンシップ制度を設け､専門職

員候補者を募集していることから､一般の人々が実際の仕事を体験でき､仕事に対する偏見

をなくすことができるだろう｡

5　お　わ　り　に

以上東京とハワイの児童虐待防止プログラムの違いを検証したが､東京都がマニュアルを

作成しながらも､児童虐待による死亡事件を未然に防ぐことができないのは､包括的ケアシ

ステムが確立できていないことによるものと考えられる｡

そこで､児童虐待防止システムを築くにあたって以下の事を挙げる0

現在中心機関は､児童相談所､社会福祉事務所､保健所､教育相談所などとなっているため､

中心が複数で､全てが同じ役割をしているために､学校や幼稚園が虐待を発見した場合にど

こに通報すべきか､疑問点がでてきてしまう｡この様な状態では､円滑な連携を結ぶことは

困難と考えられる｡よって､通報を受ける中心機関をひとつにまとめ､その他の機関はそれ

ぞれの役割を与え､ケースに応じて的確なサービスを提供できる環境を整備すべきであるO

また､現在児童相談所が介入していながらも､家庭に児童を帰してしまったことから､結果

として死亡事件に至ったケ-スが多いoこれは､介入の遅さ､親権の障害､家庭裁判所が親

権の喪失･停止に原槽することが原因であろう｡これでは､例え児童相談所が介入していて

も意味のないことになる｡児童虐待の防止等に関する法律は､成立から3年後に見直される

が､その際には親権の停止に関して家庭裁判所の承認を得ずに､迅速に対応するために､児
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童相談所所長の判断で下せるようにするべきである｡迅速な対応が被虐待児の生命を守るの

ではないだろうか｡

以上述べてきたことを､児童虐待防止､被虐待児救済の政策として提言する｡
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